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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２７年７月３１日 午前９時３０分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更申請について

議第 ４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て

議第 ７号 三条市農政対策協議会委員の推薦について

議第 ８号 三条市環境審議会委員の推薦について

報告事項 報第 １号 第３調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農政対策部会の結果報告について

報第 ３号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ４号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ５号 農地潰廃通報について

報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について

出席委員 ３４名

１番 渡 邉 一 英 委員 ２番 村 山 佐喜雄 委員

３番 嘉 藤 太加雄 委員 ４番 藤 田 吉 則 委員

５番 桒 原 一 郎 委員 ６番 野 﨑 文 夫 委員

７番 五十嵐 秀 一 委員 ８番 蒲 澤 正 委員

９番 大 桃 伸 之 委員 １０番 眞 野 薫 委員

１１番 坂 井 良 雄 委員 １２番 大 竹 正 信 委員

１３番 原 正 利 委員 １４番 羽 生 俊 昭 委員

１５番 刈 屋 一 夫 委員 １６番 佐 藤 満 委員

１７番 捧 譽 委員 １８番 内 山 清 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員 ２０番 村 井 善一郎 委員

２１番 阿 部 新一郎 委員 ２２番 阿 部 眞佐雄 委員



- 2 -

２３番 田 邉 稔 委員 ２４番 阿 部 銀次郎 委員

２５番 清 野 秀 作 委員 ２６番 星 野 英 治 委員

２７番 内 山 敏 雄 委員 ２８番 渡 邊 勝 夫 委員

２９番 熊 倉 睦 委員 ３０番 原 田 勝 委員

３１番 小 林 茂 宏 委員 ３２番 坂 井 浩 行 委員

３３番 横 山 一 雄 委員 ３４番 廣 川 哲 也 委員

欠席委員 なし

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 雅 志

経営基盤係主任 堀 江 定 昭

経営基盤係主任 高 野 久美子

午前９時３０分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

定刻になりましたので、これより７月の定例総会を開催したいと思います。

（挨拶 略）

これより会議に入りたいと思います。どうもありがとうございました。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３４名、

欠席ゼロで会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。４番、

藤田吉則委員、３１番、小林茂宏委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

議長（野﨑会長）

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明いたします。

議案の２ページをお願いいたします。今月の申請は、新規設定１件、面積５，９４６

㎡、再設定２件、面積５，３０８㎡、合計では３件、面積１万１，２５４㎡であります。

１ページにお戻りをお願いいたします。

２５番は、駒込地内の農地１６筆、５，９４６㎡を相対で新規に３年間利用権設定す

るものであります。

２６番、それから次ページの２７番の２件につきましては再設定でありますので、説

明を省略させていただきます。
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以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告を願います。

第３調査部会長は、村山代理の隣に着席願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

おはようございます。それでは、第３調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第３調査部会では、７月２７日午後１時３０分から厚生福祉会館第２集会室におきま

して、部会員と野﨑会長、村山会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午後５時５

分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、新規設定１件、再設定２件、合計件数３件、面積１万１，２５４㎡で、書類審査及

び事務局から詳細説明を受け、いずれも農地の効率的利用、農作業に常時従事すると認

められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、

全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いいたし

ます。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明い
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たします。

議案の３ページお願いいたします。今月の申請は３件で、合計面積１万４，８３５．

３０㎡であります。

１９番は、上保内地内の農地１２筆、５７８．３０㎡を譲り受け人が経営規模の拡大

を図るため売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇万円であ

ります。

続きまして、２０番は、茅原地内の農地１筆、２４８㎡を譲り受け人が経営規模の拡

大を図るため売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇万円

であります。

２１番は、塚野目地内外の農地、計１１筆、１万４，００９㎡を譲り渡し人が経営の

若返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため再設定をするものであります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

２件、使用貸借によるもの１件、合計件数３件、面積１万４，８３５．３０㎡で、現地

調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも譲り受け

人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全

件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

しばらくにしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきま

しては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）
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それでは、議第３号『事業計画変更申請について』ご説明いたします。

議案の４ページお願いいたします。今月の申請は４件で、合計面積３，６９６㎡であ

ります。

６番は、東新保地内の農地１筆、２７３㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地とし

て利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり〇万〇，〇〇〇円でございます。

場所につきましては、ＪＲ三条駅北東５００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居

地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。なお、本申請につき

ましては議第５号の１９番で農地法第５条の許可申請がなされております。

続きまして、７番は、塚野目２丁目地内の農地１筆、３３０㎡を売買により取得し、

住宅１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万円で

ございます。場所につきましては、三条労働基準監督署北側５０ｍ付近で、都市計画用

途地域の工業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。なお、

本申請につきましても議第５号の２０番で農地法第５条の許可申請がなされております。

続きまして、８番は、猪子場新田地内の農地３筆、２，８１３㎡を売買により取得し、

整備工場１棟、物置１棟及び駐車場等の用地として利用したいものです。土地の売買価

格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円でございます。場所につきましては、国道８号、

猪子場新田交差点西側３００ｍ付近で、業務施設等が連たんする区域内の農地であるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。なお、本申請につきましても議第５

号の２１番で農地法第５条の許可申請がなされております。

続きまして、９番は、前谷内地内の農地１筆、２８０㎡を売買により取得し、生け花

の教習所兼店舗１棟、通路及び駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価

格は、１㎡当たり〇万円でございます。場所につきましては、ＪＲ帯織駅北側３００ｍ

付近であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。なお、本申請につきま

しても議第５号の２２番で農地法第５条の許可申請がなされております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第３号『事業計画変更申請について』は、合計件数４件、面積３，６９６㎡で、書

類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、

全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

では、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』

ご説明をいたします。

議案の５ページお願いいたします。今月の申請は３件で、合計面積１，１２１㎡であ

ります。

９番は、西潟地内の農地３筆、４５６㎡を既存宅地７０７．４７㎡と一体利用し、住

宅１棟、工場１棟、農作業所１棟及び車庫１棟の用地として利用したいものです。場所

につきましては、第四中学校西側２００ｍ付近で、５００ｍ以内に２つの教育施設があ

ることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、１０番は、井栗１丁目地内の農地３筆、１２８㎡を既存宅地１２１．２

８㎡と一体利用し、住宅１棟、カーポート１棟及び駐車場の用地として利用したいもの

です。場所につきましては、第四中学校北側３００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域

内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、１１番は、長嶺地内の農地１筆、５３７㎡を簡易倉庫１棟、駐車場及び

貸し資材置き場等の用地として利用したいものです。場所につきましては、広域養護老

人ホーム県央寮西側２００ｍ付近で、申請者の日常生活上及び周辺に居住する人の業務

上必要な施設を設置するもので、農用地区分は第１種農地と判断されます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数３件、面積１，１２１㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立

地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。
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以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明いたします。

議案の８ページお願いいたします。今月の申請は１２件で、合計面積６，６８６㎡で

あります。

済みません。６ページにお戻りお願いいたします。６ページでございます。

１９番、２０番、２１番及び２２番の４件につきましては、先ほどご審議をいただき

ました議第３号『事業計画変更申請について』の６番、７番、８番及び９番でそれぞれ

ご説明させていただいた内容と同じでございますので、説明は省略をさせていただきま

す。

７ページをごらんいただきたいと思います。

２３番は、東裏館２丁目地内の農地２筆、１，４９７㎡を売買により取得し、既存宅

地２０．６１㎡と一体利用し、宅地分譲６区画の用地として利用したいものです。土地

の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、三条

市役所西側２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内にあることから、農

用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、２４番は、柳場新田地内の農地３筆、３８８㎡を贈与により取得し、住

宅１棟、物置１棟及び駐車場の用地として利用したいものです。場所につきましては、

旭小学校東側６００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用

地区分は第３種農地と判断されます。

２５番は、西大崎１丁目地内の農地１筆、１７８㎡を売買により取得し、宅地分譲１
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区画の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万円であり

ます。場所につきましては、三条市農業体験交流センター「サンファーム」南側４００

ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種

農地と判断されます。

続きまして、２６番は、上保内地内の農地１筆、５３㎡を売買により取得し、住宅敷

地拡張用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇

〇円であります。場所につきましては、ＪＲ保内駅南東１００ｍ付近であることから、

農用地区分は第３種農地と判断されます。

２７番は、西鱈田地内の農地３筆、２９６㎡を使用貸借権の設定により住宅１棟及び

駐車場の用地として利用したいものです。場所につきましては、本成寺郵便局南西２０

０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農

地と判断されます。

続きまして、２８番は、福島新田地内の農地１筆、１７９㎡を売買により取得し、住

宅１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇

〇〇円であります。場所につきましては、栄中学校北東６００ｍ付近で、住宅等が連た

んする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、２９番は、岩淵地内の農地２筆、１９６㎡を売買により取得し、住宅１

棟及びカーポート１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当た

り約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、三条市役所栄庁舎北側４００

ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。

続きまして、３０番は、笹岡地内の農地１筆、２０３㎡を贈与により取得し、住宅１

棟及び駐車場の用地として利用したいものです。場所につきましては、三条市消防署下

田分署南東８００ｍ付近で、笹岡集落に居住する人が自己用住宅を建設するもので、農

用地区分は第１種農地として判断されます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

４番、藤田吉則委員。

第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１２件、面積６，６８６㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、

いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

この議案につきましては別冊となっておりますので、Ａ４、５枚ぐらいとじたもので

ございますが、これごらんいただきたいと思います。

それでは、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て』ご説明いたします。

なお、今回審議をいただく案件の中に、土地改良事業完了後、８年未経過の土地はご

ざいません。

最初に、三条地区についてご説明をいたします。三条地区でご審議をいただく案件は、

重要変更４件であります。

１件目について説明をいたします。申請者は、株式会社サンカであります。

位置につきましては、２ページ、変更（案）箇所詳細図（１）をごらんいただきたい

と思います。申請土地は、大宮新田字赤田３１２番地―１の１筆、地目は田、面積は１，

９３７㎡でございます。申請者は、付近で産業用機器部品等の製造業を営む事業所で、

平成２６年９月に申請地の隣に８１台分の従業員駐車場用地の農地転用許可を受けてお

ります。

変更理由は、三条金属工業団地内にある塚野目工場において事業の拡大を計画してお

り、さらなる従業員駐車場の確保が必要となり、申請地に駐車場を設置したいものであ

ります。

位置選定に当たり、金属工業団地地内では全て土地利用されていること、付近の農振

白地地域では所有者の利用予定があること等で断念し、申請者の従業員の利便性等を考

慮し、既存施設の周辺を選定されたものであります。

施設の概要は、従業員駐車場６９台分となっております。

続きまして、２件目についてご説明いたします。申請者は、塚本啓士さんであります。

位置につきましては、３ページをごらんいただきたいと思います。申請土地は、柳川
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新田字浦谷内７９１番地外１筆、地目は田、面積は３７９㎡でございます。申請者は、

現在柳川新田地内の両親宅に同居いたしておりますが、最近結婚し、現住宅では手狭に

なったことから、住宅を建設するものです。

位置選定に当たり、実家付近の農振白地地内を検討されたものの、所有者の利用予定

があることや地権者の同意が得られなかったことから断念し、土地所有者の実父の同意

を得て選定されたものであります。

施設の概要は、住宅１棟と駐車場であります。

続きまして、３件目についてご説明いたします。申請者は、ひらせいホームセンター

であります。

位置につきましては、４ページをごらんいただきたいと思います。申請土地は、西大

崎１丁目１７６４番地外１６筆、地目は田、面積は６，６４４．９０㎡です。申請者は、

建築資材、生活雑貨の販売及びＣＤレンタル業を行っており、現在はリオン・ドール大

崎店の店舗内に書籍販売と音楽及び映画ソフトのレンタル店ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＵＴＡ

ＹＡを出店しております。三条大崎店において事業を拡大するに当たり、現在の店舗で

は手狭なため、今般申請地にホームセンターと書籍販売・レンタル店あわせた店舗を建

設する計画であります。

位置選定に当たり、付近の用途地域内では地権者の同意が得られなかったこと、付近

の農振白地地内では店舗と駐車場が建設できるだけの土地がなかったこと等で断念され

ました。リオン・ドール地内通路の通行同意が得られたことや、現在の店舗から近く建

設必要面積を確保できることから当該地を選定されたものです。

施設の概要は、店舗１棟、駐車場１０８台、通路敷地等となっております。

続きまして、４件目についてご説明いたします。申請人は、株式会社長谷テクニカル

電機であります。

位置につきましては、５ページお願いいたします。申請土地は、西本成寺字千把野１

４６０番地―４９外２筆、地目は畑、面積は４９９㎡でございます。申請者は、電気工

事業を営んでおり、今後の受注増加に対応するため従業員数の増を計画しております。

また、現駐車場には来客用スペースがないため、来客及び従業員駐車場の確保が必要と

なっており、申請地に駐車場を設置したいものであります。

位置選定に当たり、付近の農振白地地内を検討されたものの、所有者の利用予定があ

るために断念し、既存施設との一体性が図れる最適地ということで、北側隣接地である

当該地を選定されたものであります。

施設の概要は、駐車場１６台分となっております。

次に、栄地区についてご説明いたします。６ページお願いいたします。栄地区でご審

議をいただく案件は、重要案件１件であります。

申請人は、学校法人中央学園であります。

位置につきましては、７ページをお願いいたします。申請土地は、帯織北１７番地―

１外７筆、地目は田、面積は２万５０７㎡でございます。申請者は、見附市内において

私立海聖高等学校を運営しております。デザインアート科等の新規学科を設立するに当



- 11 -

たり、現在の施設面積では手狭なこと、グラウンドの設置が必要なことなどの理由から

敷地の拡張が不可欠であり、申請地に新校舎を建設したいものであります。

位置選定に当たり、現在の所在地周辺で検討されましたが、高校建設が可能な一団の

土地がなかったことから断念されました。また、主要地方道見附中之島線の南に一団の

用途地域があったものの、見附市において地区計画が策定され、低層住宅を誘導する地

域とされていたことから断念をされました。在校生と今後入学してくる生徒の通学等も

踏まえ、現校舎からできるだけ近いＪＲ信越線駅周辺という立地条件や土地取得要件を

総合的に考慮した結果、当該地を選定されたものであります。

施設の概要は、本校舎、体育館、グラウンド、その他教育施設等となっております。

次に、下田地区についてご説明いたします。８ページをお願いいたします。下田地区

でご審議をいただく案件は、重要案件１件、軽微変更１件、計２件であります。

それでは、１件目についてご説明いたします。申請者は、渡邉和代さん、光夫さんで

あります。

位置につきましては、９ページをごらんいただきたいと思います。申請土地は、笹巻

字家ノ前乙１９２番地―丑外２筆、地目は畑、面積は６５６㎡でございます。申請者は、

申請地の隣接地に居住している農業者であります。住宅老朽化のため建てかえを検討し

ていたところ、現住宅敷地の一部が平成２６年度に土砂災害警戒区域等に指定されたた

め、申請地に住宅を建築したいものであります。

位置選定に当たり、付近の農振白地地内は未利用の土地がなく、地権者の同意が得ら

れなかったことから断念されました。将来にわたり安全な生活を確保しつつ、かつ営農

を持続されたいということから当該地を選定されたものであります。

施設の概要は、住宅１棟、作業所１棟、屋外作業所兼雪おろし場、通路敷となってお

ります。

続きまして、２件目についてご説明いたします。

農用地区域に農業用施設を整備するもので、軽微変更でございます。申請者は、藤田

一治さん外５名であります。

位置につきましては、１０ページお願いいたします。申請土地は、北五百川字仲作３

８４番地―２外２筆、地目は田、面積１５１．３５㎡でございます。申請者は、「農事法

人組合いもがわ」の組合員として北五百川地内で農業を営んでおります。同法人の農作

業所の南側に農作業所を建築するものです。

施設の概要は、農作業所１棟でございます。

以上、合計７件であります。ご審議の上、意見決定賜りますようお願いいたします。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

藤田委員。
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第３調査部会長（４番藤田吉則委員）

議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区で件数４件、面積９，４５９．９０㎡、栄地区で件数１件、面積２万５０７㎡、

下田地区で件数２件、面積８０７．３５㎡で、合計件数７件、合計面積３万７７４．２

５㎡で、現地調査を含む書類審査を行い、全件変更やむを得ないものと認めるという意

見であります。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただいま調

査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第３調査部会長は、自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『三条市農政対策協議会委員の推薦について』を議題といたし

ます。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第７号『三条市農政対策協議会委員の推薦について』ご説明いたします。

議案の９ページの議第７号参考をごらんいただきたいと思います。

当協議会は、三条市における農政対策の適正な推進と農業の健全な発展を図るために

設置したものであり、市長の諮問に応じ農業振興地域の整備に関する法律に基づくこと、

農業経営基盤強化促進法に基づくことなどを調査、協議する組織であります。

現在２番、村山委員、６番、野﨑委員及び１５番、刈屋委員の３名の方に協議会委員

になっていただいておるところでございますが、任期が８月２１日に満了になることか

ら、新たに委員３名の推薦依頼が参っているところでございます。任期は２年間でござ

います。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市農政対策協議会委員３名については、いかが取り計らったらよいか、休憩を挟

みまして、自由な意見交換をお願いしたいと思います。

しばらくの間、休憩いたします。
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（午前１０時１２分から午前１０時１３分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、議長一任ということでございますので、３名全員が留任

することで異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、２番、村山佐喜雄委員、６番、野﨑文夫、１５番、刈屋一夫委

員、以上３名を推薦しますので、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第８号『三条市環境審議会委員の推薦について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第８号『三条市環境審議会委員の推薦について』ご説明いたします。

１０ページの議第８号参考をごらんいただきたいと思います。

当審議会は、三条市における環境の保全及び創造に関する施策を計画的に推進し、現

在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保するために設置されたものであり、地域

環境総合計画の策定及び変更に関する審議や、その他市長の諮問に応じ環境の保全及び

創造に関する重要事項を審議する組織であります。

現在１５番、刈屋委員に審議会委員になっていただいているところでありますが、任

期が８月９日に満了になることから、新たに委員１名の推薦依頼が参っているところで

ございます。任期は２年間でございます。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市環境審議会委員１名については、いかが取り計らったらよいか、休憩をして自

由な意見交換をお願いしたいと思います。

しばらくの間、休憩いたします。

（午前１０時１５分から午前１０時１６分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、留任という声が出ましたので、刈屋一夫委員が留任する

ことで異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、１５番、刈屋一夫委員を推薦しますので、よろしくお願いいた

します。
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議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』、農政対策部会長より報告を

願います。

１５番、刈屋一夫委員。

農政対策部会長（１５番刈屋一夫委員）

どうも改めまして、おはようございます。それでは、農政対策部会を報告いたします。

農政対策部会は、７月２１日の午後１時３０分から厚生福祉会館第２集会室において、

部会員１４名のほかに野﨑会長、村山会長代理の出席を得まして開催いたしました。

議題は、６月３０日開催の農業委員会総会で付託を受けました利用状況調査及び平成

２７年度作況調査についてであります。

最初に、利用状況調査について報告いたします。農地法の改正で農業委員会は、年１

回農地の利用状況調査を行わなければならないことになっております。

そこで、今まで取り組んでまいりました農地パトロールをベースにいたしまして、農

地の利用状況についての調査を例年どおり２回実施します。１回目は７月３１日、２回

目は１０月３０日となります。いずれも総会後の午後に実施することといたしました。

重点調査は、過去に実施した調査において遊休農地とされた農地の再生状況及び再生

後の利用状況の確認、新たな遊休農地調査、農地転用違反の早期発見と是正指導、農地

の権利移動の許可後における耕作状況の把握となります。

本日は、午後１時に三条地区は厚生福祉会館２階第３集会室に、栄地区は栄庁舎３階

研修室２に、下田地区は下田庁舎３階３０２会議室に集合していただき、打ち合わせを

した後、それぞれ担当地区のパトロールをしていただきます。なお、栄地区、下田地区

は昨年度と集合場所が異なっておりますので、ご注意をお願いします。パトロール終了

後は、各地区でその報告と検討会をお願いします。

なお、細かい点につきましては後ほど事務局より説明がありますので、よろしくお願

いいたします。

また、平成２６年度に施行された改正農地法では、この利用状況調査に加えて、その

結果に基づき、遊休農地の所有者等に対し、利用の意向を調査し、適切な指導や貸し付

け等の促進を行うことが義務づけられました。

昨年度は、利用意向調査を実施することができませんでしたが、農業委員会の新たな

役割となっております。このことから、当農業委員会といたしましても今年度から取り

組みをすることとし、利用意向調査の具体的な方法等につきましては今年度の利用状況
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調査が終わりましたら、農政対策部会で検討することになりました。

次に、作況調査につきましては、昨年の坪刈り調査を取りやめ、圃場検分による調査

に変えることといたしました。実施日は、８月３１日の総会の午後といたしました。

昨年度は、基準単収の算定に反映することなどを目的に、９地点におきまして坪刈り

調査を実施いたしたところでございますが、基準単収につきましては水稲共済単収に基

づく算定を基本としているということです。これは、農業共済組合が定める集落単位の

水稲共済単収にふるい目換算を行い、統計データに基づく単収と整合させるため共済補

正係数を掛けて、旧市町村区域、集落などを単位として設定し、これをもとに三条、栄、

下田地区ごとに算定するということです。

このことから、坪刈り調査による当農業委員会独自の収量を基準単収に反映させるこ

とはできないことから、坪刈り調査を取りやめることとしたものです。

なお、作況調査の際、あわせて今年度試験栽培が行われている新潟１０３号の圃場視

察及び下田地区の耕作放棄地の現状視察を行うことにしました。

具体の圃場検分方法などにつきましては、農政対策部会正副部会長に一任されました

ので、今後検討を行い、決定次第お知らせしますので、よろしくお願いします。

以上で農政対策部会からの報告を終わります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

続きまして、事務局、補足説明。

事務局（堀事務局長）

ないです。

議長（野﨑会長）

では、ただいま農政対策部会長より報告を受けましたが、皆様のほうでご質問、ご発

言がございましたらお願いしたいと思います。

ご発言がないようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終了い

たします。

どうもありがとうございました。

議長（野﨑会長）

続きまして、報第３号から報第６号まで続けて事務局より報告を願います。

事務局（堀事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。

２９番、熊倉委員。

２９番（熊倉 睦委員）
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２９番。事務局にちょっとお尋ねいたします。

先ほど説明がありました１３ページの鹿熊地内の潰廃農地でありますが、どういう状

況でこれがそういうような農地があったか、現地確認をされたのか、それひとつどうい

うふうだったのか、ちょっと説明お願いいたします。

議長（野﨑会長）

事務局、お願いします。

事務局（堀事務局長）

今ご質問の鹿熊地内、潰廃の件だと思いますが、この土地につきましてはことしの１

月総会の中で、先ほど議第６号でご説明しましたような農業振興地域整備計画の農用地

利用計画変更に係る意見という中で軽微変更ということで、当農業委員会として同意し

たものでございます。その時点で現地調査行っているところでございます。

農用施設ということで、４条、自分の農地でやるものですから、２００㎡未満のもの

については特に転用、４条申請は不安で、通報でいいという格好になっておりますので、

今回報告としてさせてもらったものでございます。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

よろしいですか。

２９番（熊倉 睦委員）

わかりました。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんでしょうか。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第１調査部会長、１２番、大竹正信委員。

第１調査部会長（１２番大竹正信委員）

来月は、第１調査部会の当番でございます。８月２５日午前９時から厚生会館第２集

会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は３１日を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、大変ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会の閉会をいたします。

午前１０時３０分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ４番）

議事録署名委員（３１番）


